
業務方法書第 12条第２項に規定する「有資格者」候補者の募集要領 

 

１ 目 的 

公益社団法人として本会が実施する相互救済事業における「支払準備資産」を保険数理

の専門家であるアクチュアリーの指導及び教示に基づき、算定すると共に、相互救済事業

の運営及び情勢等に応じた制度等の変更について、合理的、客観的に実施されていること

を継続的に検証するため、業務方法書（「公益社団法人全国市有物件災害共済会業務方

法書」平成 23 年 9 月 9 日制定）第 12 条第２項に規定する「有資格者」候補者の募集を行

います。 

 

２ 募集の概要 

(1) 募集の件名 

業務方法書第 12条第 2項に規定する「有資格者」(以下、「有資格者」という。) 

(2) 「有資格者」の業務内容 

別紙『「有資格者」候補者選定に当たっての仕様書』（以下「仕様書」という。）のとおり 

「有資格者」の負う責任は、別紙「仕様書」において定める「有資格者の業務内容」の

範囲に限定されます。 

なお、「有資格者の業務内容」に定める業務として行われた助言、意見書等に基づく

本会の業務執行の結果等に関し、有資格者は責任を負わないものとします。 

なお、応募にあたっては、次の添付資料の記載内容を充分にご理解ください。 

① 公益目的事業について 

② 本会固有の事業状況について 

③ 地方自治法抄（第 263 条の 2） 

④ 業務方法書 

⑤ 支払準備資産に関する規程 

⑥ 異常危険準備金に関する規程 

⑦ 財務諸表に関する注記 

(3) 「有資格者」の任期 

有資格者就任後２年間となります。（詳細は、後述７－(3)「結果通知とその後の手続 

き、契約等について」を御参照ください。） 

(4) 契約金額 

委託期間 2年度間の合計金額をお見積り願います。 

ただし、委託料は、各年度の意見書ご提出後に、各年度ごとにお支払いいたします。 

なお、委託業務の遂行に要する通信費、コピー代等の通常の費用は、「有資格者」の

負担となります。ただし、通常の費用を超える特別の費用（旅費）が発生した場合、その

費用につき、本会が契約金額とは別に負担します。（支払基準は、本会の「役職員以外

の者に係る旅費に関する規程」の定めに基づきます。） 

 



 

３ 応募資格 

応募者は、次の各号に掲げる資格要件の全てを満たす法人とします。 

(1) 「有資格者」が所属する法人（個人での応募は出来ません。） 

(2) 本年度を含めこれまでの５年間（2014～2018年度）において、「有資格者」を参画 

させて、共済事業若しくは損害保険事業の実施に関し、保険数理に関する計算等 

業務あるいは同等業務に関するコンサルティング等の実績を有する法人 

(3) 「有資格者」と本会の東京における事務局勤務の職員が、対面による打ち合わせ 

等を行うことが、適宜可能である法人 

 

４ 公募による募集 

本会ホームページに掲載して「有資格者」候補者を募集します。 

 

５ 応募者の受付 

(1) 誓約書 

募集画面にある「業務方法書に定める有資格者の候補者募集に係る誓約書」書式 

を使用し、提出してください。 

(2) 提出書類 

① 企画提案書 

様式 自由 

内容 次の事項を盛り込んで記載してください。 

ア 仕様書及び添付資料の記載内容を踏まえた応募者の本会相互救済事業に 

 関する考え方、及び募集業務に関する基本姿勢 

イ 仕様書の「有資格者の業務内容」記載の各項目における取組内容 

ウ 委託業務に関する業務体制図、及び委託業務に従事する日本アクチュアリー 

会の正会員又は準会員の氏名 

エ 委託業務に従事する日本アクチュアリー会の正会員又は準会員の経歴並び 

 に損害保険数理に関する業務実績 

オ 応募責任者の氏名及び連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス） 

② 見積書 

仕様書の「有資格者の業務内容」記載の（１）及び（２）の各業務の見積額の合計 

（２か年間分）を記載してください。 

③ 法人概要 

法人名称、代表者、資本金、国内の事業拠点等の他、共済事業若しくは損害保険 

    事業の実施に関し、保険数理に関する計算等業務あるいは同等業務に関するコンサ 

ルティング等の実績が分かる資料を添付してください。 

④ アクチュアリーの資格証明書（写し） 

社団法人日本アクチュアリー会発行のアクチュアリーの資格証明書（写し）を添付し 

てください。 



なお、「有資格者」の就任の際には、委託業務に従事いただく正会員又は準会員 

の資格証明書原本の提出が必要となります。 

(3) 提出部数 

６部（正本１部、副本５部。ただし企画提案書、見積書、会社概要、アクチュアリーの 

資格証明書（写し）は、それぞれ別冊としてください。） 

(4) 提出期限 

2019年４月 3日（水）午後５時まで（必着）。持参又は郵送により提出してください。 

(5) 提出先 

〒102-0093 

東京都千代田区平河町 2-4-1 日本都市センター会館 10 階 

公益社団法人 全国市有物件災害共済会 業務部 企画・防災課 

電話（03）5216-8740、FAX（03）3234-1767 

E-mail：gyomu@city-net.or.jp 

 

６ 募集内容に関する質問及び回答について 

(1) 質問 

質問受付期間：2019年 3月 22日（金）午後５時到着分まで 

質問方法：電子メールにより受付（電話及び FAX での受け付けはいたしません）。 

E-mail：gyomu@city-net.or.jp 

(2) 質問への回答方法等 

平成 31年 3月 25日（月）以降に、上記(1)質問の方式により、受け付けた全ての質問 

及びそれに対する回答について、全質問者に対し、電子メールにて送信することを予定 

しております（他の質問者の名称、メールアドレスが分からないようにするためブラインド 

カーボンコピー方式で送信いたしますので、予めご了解ください）。 

 

７ 選定方法 

(1) 審査 

提出書類のご提出後、対面でのヒアリングを予定しております。その際の審査結果によ

り「有資格者」候補者を選定いたします（契約規程第 16 条本文適用）。 

ヒアリングは４月の第２週（４月８日～12 日）を予定してますが、日時及び場所について

は、別途、本会からご連絡します。 

ヒアリングは、企画提案書等について 30 分程度（プレゼンテーション 20分、質疑応答

10分程度）行う予定です。 

応募責任者の方は、必ずヒアリングに参加してください。 

(2) 審査基準 

審査項目 点数 

１ 企画提案に関する事項    80 点 

２ 価額に関する事項        20 点 

合    計（１＋２）       100 点 



 

(3) 結果通知とその後の手続き、契約等について 

① 審査結果（選定の有無）は 2019年４月下旬、各応募者責任者の連絡先（住所） 

 に書面による通知を、郵送で行う予定です。 

② 審査の結果、選定された「有資格者」候補者と本会との間で、本会の通常理事会 

（2019年５月中旬開催予定）の開催時までに、当該理事会での選任を停止条件 

とする「有資格者」としての業務委託契約の締結を予定しています。 

③ 「有資格者」としての就任期間は、本会の通常理事会で選任された日から２年間と 

なります。再任も可能ですが、その場合は再度、本会理事会での選任議決を経るこ 

とが必要となります。 

 

８ その他の事項 

(1) 応募に係る費用は応募者の負担とします。 

(2) 提出のあった企画提案書は返還しません。 

(3) 企画提案書等は提出期限後以降における書類の差替え及び提出は認めません。 

(4) 提出される書類において、法人に関する情報（企業機密等）には、その旨を明記して 

ください。 

(5) 暴力団等排除について 

応募者又は「有資格者」候補者が、東京都暴力団排除条例第２条４号に定める暴力 

団関係者に該当する場合は、応募をお断りし、また選定後においても「有資格者」候補 

者とせず、委託契約を締結いたしません。 

 

【問い合わせ先】 

〒102-0093 

東京都千代田区平河町 2-4-1 日本都市センター会館 10 階 

公益社団法人 全国市有物件災害共済会（業務部 企画・防災課） 

電話（03）5216-8740、FAX（03）3234-1767 

E-mail：gyomu@city-net.or.jp 


